
市報べっぷ 82022.7掲載している講習会などは、特に記載の無い限り無料・予約不要です。

国民健康保険の限度額適用認定証の更新を
７月１日（金）から受け付けます

　医療機関を受診したとき、限度額（所得区分によって異なります）を超え
た自己負担分は申請により高額療養費として支給されます。ただし、あらか
じめ限度額適用認定証（住民税非課税世帯の人は限度額適用･標準負担額減額
認定証）の交付を受けて、医療機関に提示すると、医療機関への支払いが自
己負担限度額までになります。非課税世帯の人は入院時の食事代を減額する
こともできます。

自己負担割合が２割になる場合

国民健康保険に加入して
いる 70 歳～ 74 歳の人が
世帯に 1 人いる場合

合計収入が
383 万円
未満

国民健康保険に加入して
いる 70 歳～ 74 歳の人が
世帯に２人以上いる場合

合計収入が
520 万円
未満

新
し
い
国
民
健
康
保
険

証
を
７
月
中
旬
に
簡
易

書
留
で
送
付
し
ま
す

　

８
月
１
日
か
ら
使
用
す
る
国

民
健
康
保
険
証
の
有
効
期
限
は

令
和
５
年
７
月
31
日
で
す
。

　

た
だ
し
、
令
和
４
年
８
月
２

日
～
令
和
５
年
７
月
31
日
に
次

の
①
②
に
該
当
す
る
人
は
有
効

期
限
が
短
く
な
っ
て
い
ま
す
。

①�

75
歳
に
な
る
人
…
有
効
期
限

は
誕
生
日
の
前
日
で
す
。
75
歳

の
誕
生
日
以
降
は
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
に
変
わ
り
ま
す
。

②
70
歳
に
な
る
人
…
有
効
期
限
は

誕
生
月
の
末
日（
１
日
生
ま
れ

の
人
は
誕
生
日
の
前
日
）で
す
。

病
院
窓
口
で
の
負
担
割
合
を
記

載
し
た
新
し
い
保
険
証
を
送
付

し
ま
す
の
で
、
誕
生
月
の
翌
月

１
日（
１
日
生
ま
れ
の
人
は
誕

生
日
）か
ら
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

病
院
窓
口
で
支
払
う
自
己

負
担
割
合

70
歳
～
74
歳

　

医
療
機
関
を
受
診
し
た
と
き
の

自
己
負
担
割
合
は
、
住
民
税
の
課
税

標
準
額
等
に
よ
っ
て
判
定
し
ま
す
。

※
課
税
標
準
額
と
は
、
総
所
得

�
国
民
健
康
保
険�

対
象
の
皆
さ
ん
へ

金
額
か
ら
各
種
控
除
や
必
要

経
費
を
除
い
た
あ
と
の
金
額

自
己
負
担
割
合
の
判
定

◎
２
割
負
担
の
人
（
現
役
並
み
所

得
者
以
外
）…
同
じ
世
帯
に
課
税

標
準
額
が
145
万
円
以
上
で
国
民

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
70

歳
～
74
歳
の
人
が
い
な
い
場
合

※
基
礎
控
除
後
の
合
計
総
所
得
が

210
万
円
以
下
で
あ
れ
ば
該
当

◎
３
割
負
担
の
人
（
現
役
並
み
所

得
者
）…
同
じ
世
帯
に
課
税
標
準

額
が
145
万
円
以
上
で
、
国
民
健
康

保
険
に
加
入
し
て
い
る
70
歳
～
74

歳
の
人
が
１
人
で
も
い
る
場
合

※
左
記
の
表
に
該
当
す
る
場
合

は
自
己
負
担
割
合
が
２
割
と

な
り
ま
す
。

問  

市
役
所
Ｇ
Ｆ（
グ
ラ
ン
ド
フ
ロ
ア
）

　　　
保
険
年
金
課　

 

☎
（21）
１
１
４
８

脱
退
に
つ
い
て

　

現
在
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
る
人
で
、
就
職
な
ど
に

よ
り
ほ
か
の
健
康
保
険
に
加
入

し
た
場
合
や
、
家
族
の
健
康
保

険
の
被
扶
養
者
と
な
っ
た
場
合

な
ど
は
、
国
民
健
康
保
険
の
脱

退
手
続
が
必
要
で
す
。

■更新の申請期間　７月１日（金）～８月 31 日（水）
　既に認定証をお持ちの人は、７月末で有効期限が切れますので、必要な
人は８月末までに更新の手続をしてください。
※新規申請は随時受け付けます。その場合、申請月の初日から有効となり、 
　申請月前月までの受診分は対象外となりますのでご注意ください。
※国保税に滞納があると発行ができない場合があります。

■申請に必要なもの
　①国民健康保険証   ②現在お持ちの認定証（更新者）
　③持参できる人はマイナンバーカード
　※非課税世帯の人で長期入院該当者（申請月以前の１年間で入院日数が 91

　日以上ある人）は、入院日数を確認できる書類（領収書など）が必要です。
　※出張所でも受付できますが、認定証は後日郵送になります。
申 ・ 問 　保険年金課　☎２１－１１４８

財
政
状
況
の
公
表

別
杵
速
見
広
域
圏

事
務
組
合

　　

令
和
３
年
度
下
半
期
の
財
政

状
況
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表

し
て
い
ま
す
。

HP https://w
w

w.bekkihaya
     m

i-oita.jp/

問　

別
杵
速
見
地
域
広
域
市
町
村

　
　

圏
事
務
組
合 

☎
(21)
１
１
２
６

北
浜
温
泉
未
使
用
回

数
券
を
返
金
し
ま
す

　

北
浜
温
泉
（
テ
ル
マ
ス
）
の

未
使
用
回
数
券
の
返
金
は
、
温

泉
課
で
受
付
し
て
い
ま
す
。

　

手
続
の
方
法
は
、
左
記
へ
お

問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

問　

温
泉
課　

☎
（21）
１
１
２
９

70 歳未満
課税世帯 更新が必要

非課税世帯 更新が必要　※食事代の減額あり

70 歳～
74 歳

課税
世帯

課税標準額 690 万円以上 申請不要

課税標準額 145 万円以上 690 万円未満 更新が必要

課税標準額 145 万円未満 申請不要

非課税世帯 更新が必要　※食事代の減額あり
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新
し
い
保
険
証
を 

７
月

中
旬
・
９
月
中
旬
の
２
回

簡
易
書
留
で
送
付
し
ま
す

　

現
在
の
緑
色
の
保
険
証
の
有

効
期
限
は
７
月
末
で
す
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
改

正
に
よ
り
、
令
和
４
年
10
月
か

ら
一
部
負
担
金
の
割
合
が
変
更

に
な
る
人
が
い
る
た
め
、
保
険

証
を
２
回
送
付
し
ま
す
。

◆
保
険
証
の
有
効
期
間

※
保
険
料
額
決
定
通
知
書
と
は

別
に
送
付
し
ま
す
。

※
裏
面
で
臓
器
提
供
の
意
思
表

示
が
で
き
ま
す
。

※ 

『
一
部
負
担
金
の
割
合
』
は

令
和
３
年
中
の
所
得
な
ど
に

基
づ
い
て
判
定
さ
れ
ま
す
。

�
後
期
高
齢
者
医
療�

対
象
の
皆
さ
ん
へ

令
和
４
年
度
保
険
料
額

決
定
通
知
書
を
７
月
中

旬
に
送
付
し
ま
す

　

保
険
料
の
納
め
方
に
つ
い
て

は
、
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の

引
落
し
）
と
普
通
徴
収
（
納
付

書
で
の
納
付
ま
た
は
口
座
振

替
）
が
あ
り
ま
す
。
納
め
方
や

保
険
料
額
、
納
期
な
ど
は
通
知

書
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証

◆
現
在
認
定
証
を
お
持
ち
の
人

　

現
在
発
行
し
て
い
る
認
定
証

の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
で
す
。

　

令
和
４
年
度
も
住
民
税
非
課

税
世
帯
に
属
す
る
人
、
ま
た
は

住
民
税
課
税
所
得
が
145
万
円
以

上
690
万
円
未
満
の
現
役
並
み
所

得
区
分
の
世
帯
に
属
す
る
人
に

は
、
７
月
中
に
新
し
い
認
定
証

を
送
付
し
ま
す
の
で
、
更
新
の

手
続
は
不
要
で
す
。

※ 

昨
年
度
と
保
険
証
の
一
部
負

担
金
の
割
合
（
１
割
・
３
割
）

が
変
更
と
な
っ
た
世
帯
は
、

認
定
証
が
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

※ 

令
和
４
年
度
住
民
税
未
申
告

の
人
が
い
る
世
帯
は
、
認
定

証
が
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

※ 

『
区
分
Ⅱ
』
に
該
当
す
る

人
で
、
申
請
月
以
前
の
１

年
間
で
91
日
以
上
の
入
院

が
あ
る
人
は
、
長
期
入
院

該
当
の
申
請
が
で
き
ま
す
。

◆
現
在
認
定
証
を
お
持
ち
で
な
い
人

　

令
和
４
年
度
住
民
税
非
課
税

世
帯
に
属
す
る
人
、
ま
た
は
住

民
税
課
税
所
得
が
145
万
円
以
上

690
万
円
未
満
の
現
役
並
み
所
得

区
分
の
世
帯
に
属
す
る
人
は
新

規
に
申
請
が
で
き
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

①
保
険
証
、
②
持
参
で
き
る
人

は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

印

▼ 後期高齢者医療被保険者証　有効期限 令和５年７月３１日
被保険者番号　 ○○○○○○○○
住　　　所　大分県○○○○○○○○○○○○

氏　　　　　　名　　○　○　　○　○
生　 年 　月　 日  　昭和○○年○○月○○日　性別　○
資 格 取 得 年 月 日　　平成○○年○○月○○日
発 　効 　期　 日　　平成○○年○○月○○日
交　付　年　月　日　　令和○○年○○月○○日
一部負担金の割合　　　○　割
保　険　者　番　号　　○○○○○○○○
保　 険 　者　 名　　大分県後期高齢者医療広域連合

注意事項
１　 保険医療機関等について診療を受けようとするときは、必ずこの保険証を

その窓口で渡してください。
２　 被保険者の資格がなくなったときは、直ちにこの保険証を市町村に提出し

てください。また、転出の届出をする際には、この保険証を添えてください。
３　 この保険証の記載事項に変更があったときは、１４日以内に、この保険証

を添えて、保険者（後期高齢者医療広域連合）あての届書を、市町村に提
出してください。

４　 有効期限を経過したときは、この保険証を使用することはできません。ま
た、有効期限内でも負担割合等記載内容に変更があった場合、新しい保険
証が交付されますので、それまでお持ちの保険証はすみやかに返還してく
ださい。

５　 不正にこの保険証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を
受けます。

　特別の事情がないのに保険料を滞納した場合、この保険証を返還していただ
　くことがあります。

今
回
送
付
す
る
保
険
証
の
色
は
、

１
回
目「
茶
色
」、２
回
目「
桃
色
」

で
す
。

印

申
問  

市
役
所
Ｇ
Ｆ（
グ
ラ
ン
ド
フ
ロ
ア
）

　　　　　
保
険
年
金
課　

 

☎
（21）
１
１
４
８

竹
細
工
利
用
促
進
事

業
補
助
金
申
込
受
付

　　

伝
統
的
工
芸
品
「
別
府
竹
細

工
」
の
認
知
度
向
上
の
た
め
、

利
用
客
へ
の
飲
食
の
提
供
に
用

い
る
竹
細
工
の
器
な
ど
を
購
入

す
る
宿
泊
施
設
に
対
し
、
購
入

費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

対
象
者
・
条
件

・
市
内
で
宿
泊
施
設
を
営
む
者

　

で
あ
る
こ
と

・
こ
れ
か
ら
取
り
組
む
事
業
で
、

　

令
和
４
年
度
中
に
事
業
及
び

　

支
払
が
完
了
す
る
こ
と

・
市
税
を
完
納
し
て
い
る
こ
と

対
象
事
業　

市
内
の
事
業
者
な

ど
が
制
作
ま
た
は
加
工
し
た

竹
細
工
の
器
な
ど
の
購
入

補
助
金
額　

補
助
対
象
経
費
の

２
分
の
１
以
内
（
千
円
未
満

切
捨
て
）
上
限
10
万
円

※
予
算
額
に
達
し
次
第
、
受
付

　

は
終
了
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま

た
は
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
を
。

申
問　

産
業
政
策
課

　
　
　

☎
（21）
１
１
３
２

 子ども医療費受給資格者証の申請
　令和４年 10 月診療分から別府市在住の市町村民
税課税世帯小・中学生の通院に係る医療費（保険診
療分）が新たに子ども医療助成の対象となります。

※市町村民税非課税世帯の小・中学生は通院、入
院とも無料です。また、令和４年 10 月診療分か
ら助成を受けるためには申請が必要です。

※市町村民税課税世帯、非課税世帯の小・中学生に申
請書をお送りします。申請書に必要事項をご記入の
うえ、対象児童の健康保険証の写しを添付し返信用
封筒で申請書を返送してください。（生活保護受給
者、ひとり親家庭等医療助成受給者は対象外です）

問 　子育て支援課　 ☎２１－１４２７

区分 課税世帯小・中学生

助成
対象

改正前 改正後

入院
無料

入院 / 無料・通院 / １医療機関ごと１
回 500 円まで（負担上限 / 月４回まで、
５回目以降は無料、月最大 2,000 円）

１
回
目

  令和４年８月１日～
  令和４年９月 30 日
  ※茶色、折りたたみ型

２
回
目

  令和４年 10 月１日～
  令和５年７月 31 日
  ※桃色、折りたたみ型

【
保
険
証
イ
メ
ー
ジ
】

■お詫びと訂正■
市報べっぷ６月号の掲載記事に誤
りがありました。
P3　別府市公会堂リニューアル
　　オープン
（誤）吉田哲郎　（正）吉田鉄郎
P9　国民年金の学生納付特例制度
　     令和４年度の１か月分保険料額
（誤）16,520円　（正）16,590円
ご迷惑をお掛けいたしましたこと
を深くお詫び申し上げます。
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介
護
保
険
負
担
割
合
証
を

７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す

　

要
支
援
・
要
介
護
認
定
ま
た

は
総
合
事
業
の
認
定
を
受
け
て

い
る
人
を
対
象
に
、
令
和
４
年

８
月
か
ら
の
利
用
者
負
担
の
割

合
を
示
し
た
「
介
護
保
険
負
担

割
合
証
」（
桃
色
）を
７
月
中
旬

に
郵
送
し
ま
す
。

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
時
の
利

用
者
負
担
は
基
本
的
に
１
割
負

担
で
す
が
、
65
歳
以
上
（
第
１
号

被
保
険
者
）
の
人
で
、
前
年
中

に
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
人

は
２
割
ま
た
は
３
割
負
担
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
（
負
担
割

合
は
令
和
３
年
中
の
所
得
金
額

な
ど
に
基
づ
き
決
定
し
ま
す
）。

 

８
月
か
ら
の
介
護
サ
ー
ビ
ス

利
用
時
の
利
用
者
負
担
の
割
合

を
示
す
証
明
書
に
な
り
ま
す
の

で
、
利
用
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
な
ど
に
負
担
割
合
証
を

提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

■
３
割
負
担
の
対
象
と
な
る
人

　

本
人
の
合
計
所
得
金
額
が

220
万
円
以
上
で
、
本
人
を
含
む

同
じ
世
帯
の
65
歳
以
上
の
人
の

�
介
護
保
険
の
利
用
者
負
担
に
つ
い
て
申
請
・
問 　

 

市
役
所
１
階　
介
護
保
険
課　

☎
（21）
１
４
６
３

　
　
　

          （ 

〒
８
７
４
の
８
５
１
１　

上
野
口
町
１
番
15
号 

）

年
金
収
入
と
そ
の
他
の
合
計
所

得
金
額
が
、
一
人
世
帯
の
場
合

は
340
万
円
以
上
の
人
、
２
人
以

上
の
場
合
は
合
わ
せ
て
463
万
円

以
上
の
人

■
２
割
負
担
の
対
象
と
な
る
人

　

本
人
の
合
計
所
得
金
額
が

160
万
円
以
上
220
万
円
未
満
で
、

本
人
を
含
む
同
じ
世
帯
の
65
歳

以
上
の
人
の
年
金
収
入
と
そ
の

他
の
合
計
所
得
金
額
が
、
一
人

世
帯
の
場
合
は
280
万
円
以
上

340
万
円
未
満
の
人
。
２
人
以
上

の
場
合
は
合
わ
せ
て
346
万
円
以

上
463
万
円
未
満
の
人　

■
１
割
負
担
の
対
象
と
な
る
人

　

住
民
税
が
非
課
税
の
人
、
本

人
の
合
計
所
得
金
額
が
160
万
円

未
満
の
人
、
生
活
保
護
を
受
給

し
て
い
る
人
、
64
歳
以
下
の
人

介
護
保
険
の
低
所
得
者

向
け
利
用
者
負
担
軽
減

■
介
護
保
険
利
用
者
負
担
限
度

　

額
認
定

　

介
護
保
険
施
設
（
介
護
老
人

福
祉
施
設
・
介
護
老
人
保
健
施

設
・
介
護
療
養
型
医
療
施
設
・

介
護
医
療
院
）・
シ
ョ
ー
ト
ス

テ
イ
で
の
食
費
・
居
住
費
に
つ

い
て
、
低
所
得
の
人
は
申
請
に

よ
り
所
得
段
階
に
応
じ
て
負
担

額
の
軽
減
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

対�

象　

生
活
保
護
を
受
給
し
て

い
る
人
、
ま
た
は
次
の
要
件

の
全
て
を
満
た
す
人

① 

世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税

で
あ
る
こ
と

② 

配
偶
者
が
別
世
帯
で
も
住
民

税
非
課
税
で
あ
る
こ
と

③ 

預
貯
金
な
ど
の
額
が
一
定
額

以
下
で
あ
る
こ
と

申
請
に
必
要
な
も
の　

　

介
護
保
険
被
保
険
者
証
、
本

人
及
び
配
偶
者
の
預
貯
金
通
帳

の
写
し
な
ど

※
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

　

さ
い
。

注
意
事
項　

　

有
効
期
間
は
申
請
月
の
月
初

か
ら
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
継
続
し
て
利
用
す
る

人
は
、
８
月
31
日
㈬
ま
で
に
窓

口
ま
た
は
郵
便
で
更
新
の
手
続

が
必
要
で
す
。

■
社
会
福
祉
法
人
な
ど
に
よ
る

　

利
用
者
負
担
額
軽
減
制
度

　

次
の
①
～
⑥
を
全
て
満
た
す

人
は
、
社
会
福
祉
法
人
が
提
供
す

る
施
設
及
び
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス

な
ど
の
利
用
者
負
担
額
の
う
ち
、

100
分
の
25
を
軽
減
し
ま
す
。

①
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税

②
単
身
世
帯
で
年
収
150
万
円
以

下
、
預
貯
金
350
万
円
以
下

　
（
一
人
増
す
ご
と
に
年
収
で
50
万

円
、
預
貯
金
で
100
万
円
を
加
算
）

③
活
用
で
き
る
資
産
が
な
い

④
親
族
な
ど
に
扶
養
さ
れ
て
い
な
い

⑤
介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
な
い

※ 

介
護
保
険
施
設
・
シ
ョ
ー
ト
ス

テ
イ
で
の
食
費
・
居
住
費
の
軽

減
に
つ
い
て
は
⑥
も
含
む

⑥ 

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定

証
が
交
付
さ
れ
て
い
る

申
請
に
必
要
な
も
の　

　

介
護
保
険
被
保
険
者
証
、
印

鑑
、
通
帳
（
令
和
３
年
１
月
１

日
か
ら
現
在
ま
で
記
帳
済
み
の

も
の
）、
年
金
改
定
通
知
書
な
ど

注
意
事
項　

　

有
効
期
間
は
申
請
月
の
月
初

か
ら
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
継
続
し
て
利
用
す
る

人
は
、
７
月
15
日
㈮
ま
で
に
更

新
の
手
続
が
必
要
で
す
。

市
税
徴
収
強
化
に

大
分
県
職
員
を
派
遣

　

大
分
県
で
は
「
県
と
市
町
村

と
の
連
携
に
よ
る
地
方
税
徴
収

強
化
対
策
」
を
実
施
し
て
お

り
、
別
府
市
に
７
月
１
日
付
で

県
職
員
が
派
遣
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
制
度
は
、
個
人
住
民
税

な
ど
の
収
入
確
保
、
市
税
務
職

員
の
滞
納
整
理
の
技
術
向
上
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。
別
府
市

で
は
、
12
月
末
ま
で
大
分
県
税

事
務
所
の
職
員
と
と
も
に
、
滞

納
整
理
な
ど
を
実
施
し
ま
す
。

　

ま
た
、
杵
築
市
、
国
東
市
、

日
出
町
と
の
間
で
税
務
職
員
を

相
互
派
遣
し
、
共
同
滞
納
整
理

な
ど
協
力
を
強
化
し
ま
す
。

問　

債
権
管
理
課　

☎
（21）
１
１
２
１

祝
日
の
ご
み
収
集

　

７
月
18
日
㈪
㈷
は
、
当
該
対

象
地
区
の
ご
み
の
収
集
を
行
い

ま
す
。
８
時
30
分
ま
で
に
決
め

ら
れ
た
場
所
に
お
出
し
く
だ
さ

い
。
収
集
日
は
ご
み
カ
レ
ン

ダ
ー
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
の

で
、
ご
確
認
の
う
え
お
出
し
く

だ
さ
い
。

問　

生
活
環
境
課
清
掃
事
務
所

　
　

☎
（66）
５
３
５
３
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表１　定期報告が必要な建築物
　　  　  （Ａの用途でＢのいずれかに該当するもの）

Ｂ：規模など

①３階以上の階にあるもの（100 ㎡超）
②２階の対象用途の床面積の合計が 300 ㎡以上
③地階にあるもの（100 ㎡超）

Ａ：建築物の用途

病院、有床診療所、
高齢者・障害者な
どの就寝の用に供
する建築物

表２　対象となる防火設備及び小荷物昇降機
対　　象

 フロアタイプのものに限る

 ①定期報告の対象となる建築物に設けられる防火設備
 ②以下にあげる用途のうち床面積が 200 ㎡以上の建築物
 　に設けられる防火設備
　・病院・診療所（患者の収容施設があるものに限る）
　・共同住宅（サービス付き高齢者向け住宅に限る）
 　・寄宿舎（サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者
　　 グループホーム、障がい者グループホームに限る）
     ・就寝用途の児童福祉施設など

種別

小荷物
昇降機

防火
設備

ご
存
じ
で
す
か

建
築
物
の
定
期
報
告

　

今
年
度
は
病
院
・
診
療
所
な

ど
が
対
象
で
す

　

あ
な
た
が
所
有
ま
た
は
管
理

し
て
い
る
建
築
物
は
、
廊
下
や

階
段
が
物
置
代
わ
り
に
な
っ
て

い
た
り
、
防
火
戸
が
作
動
し
な

か
っ
た
り
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

　

こ
れ
ら
を
放
置
し
た
ま
ま
だ

と
、
災
害
時
に
人
命
に
危
険
を

及
ぼ
す
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ

ん
。
危
険
を
予
防
す
る
た
め
、
建

築
物
の
所
有
者
ま
た
は
管
理
者

は
、
定
期
的
に
専
門
技
術
者
へ

調
査
や
検
査
を
依
頼
し
、
そ
の

結
果
を
報
告
す
る
こ
と
が
建
築

基
準
法
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
今
年
度
は
表
１
の
建
築

物
が
定
期
報
告
の
対
象
に
な
っ

て
い
ま
す
の
で
、
建
築
物
の
所

有
者
ま
た
は
管
理
者
は
建
築
士

（
設
計
事
務
所
な
ど
）
に
相
談
し
、

必
ず
報
告
し
て
く
だ
さ
い
。

報
告
期
間　

７
月
１
日
㈮
～　

　
　
　
　
　

12
月
20
日
㈫

　

ま
た
、
表
２
の
防
火
設
備
及

び
小
荷
物
昇
降
機
が
従
前
の
建

築
設
備
等
に
加
え
定
期
報
告
の

対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。

報
告
期
限　

12
月
20
日
㈫
ま
で

※
小
荷
物
昇
降
機
等
の
報
告
は

大
分
県
昇
降
機
セ
ン
タ
ー
ま
で
。

報
告
・
問　

都
市
計
画
課

　
　
　
　
　

☎
（21）
１
４
８
７

普
通
救
命
講
習

日
時　
７
月
10
日
㈰　

９
時
～
12
時

場
所　

消
防
本
部
４
階

　
　
　

第
１
会
議
室

※
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
あ
り
ま
せ
ん
。

内
容　

心
肺
蘇
生
法
、
Ａ
Ｅ
Ｄ

取
扱
い
要
領
、
止
血
法
な
ど

定
員　

30
人
（
先
着
順
）

※
電
話
で
左
記
へ
申
込
み

※
当
分
の
間
市
内
居
住
ま
た
は

市
内
事
業
所
な
ど
で
お
勤
め

の
人
に
制
限
し
ま
す
。

※
受
講
の
際
は
、
感
染
症
対
策

　

に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

申
問　

消
防
本
部
警
防
課

　
　
　

☎
（25）
１
１
２
４

お
お
い
た
夏
の　

事
故
ゼ
ロ
運
動

お
こ
さ
ず
あ
わ
ず
事
故
ゼ
ロ

　

夏
は
観
光
に
よ
る
交
通
量
の

増
加
や
暑
さ
か
ら
く
る
疲
労
な

ど
に
よ
り
、
交
通
事
故
の
増
加

が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

　

ド
ラ
イ
バ
ー
、
自
転
車
利
用

者
、
歩
行
者
は
お
互
い
に
「
横

断
歩
道
で
の
マ
ナ
ー
ア
ッ
プ
」

を
心
が
け
て
、「
交
通
事
故
の

な
い
、
安
全
で
、
安
心
な
ま
ち

別
府
」
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

期
間　

７
月
15
日
㈮
～
21
日
㈭

問　

生
活
環
境
課　
☎

（21）
１
１
３
４

交
通
安
全
指
導
員
募
集

内
容　

左
記
の
小
学
校
付
近
で
、

登
校
時
に
子
ど
も
た
ち
へ
交
通

安
全
指
導
を
し
て
い
た
だ
け
る

人
（
性
別
は
問
い
ま
せ
ん
）

募
集
校
区　

南
小
、
石
垣
小
、

緑
丘
小
、
鶴
見
小
、
春
木
川

小
、
朝
日
小
、
大
平
山
小

報
酬　

10
万
円
（
年
額
）

指
導
時
間　

授
業
日
の
７
時
30

分
～
８
時
30
分（
約
１
時
間
）

問　
生
活
環
境
課　

☎
（21）
１
１
３
４

行
わ
れ
ま
す
。
皆
さ
ん
の
積
極

的
な
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。

問　

高
齢
者
福
祉
課

　
　

☎
（21）
１
０
０
３

債
務
者
相
談
会

（
要
申
込
）

　

弁
護
士
に
よ
る
30
分
程
度
の

相
談
で
す
。
借
金
問
題
で
お
困

り
の
人
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　

７
月
14
日
㈭

　
　
　

13
時
30
分
～
16
時
30
分

場
所　

市
役
所
４
階

　
　
　

４
Ｆ
｜
２
会
議
室

申
込
方
法　

 

事
前
に
電
話
で
左

記
へ
申
込
み
。

定
員　

６
人（
先
着
順
）

申

問　

産
業
政
策
課

　
　
　

☎
（21）
１
８
８
１

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

　

犯
罪
や
非
行
の
な
い
明
る
い

社
会
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う

　

７
月
は
『
第
72
回
社
会
を
明

る
く
す
る
運
動
』強
調
月
間
で
す
。

　

こ
の
運
動
は
、
全
て
の
国
民
が

犯
罪
や
非
行
の
防
止
と
罪
を
犯
し

た
人
た
ち
の
更
生
に
つ
い
て
理
解

を
深
め
、
明
る
い
社
会
を
築
い
て

い
く
全
国
的
な
運
動
で
す
。

　

期
間
中
、
街
頭
で
の
啓
発
活

動
を
は
じ
め
、
各
地
区
社
会
福

祉
協
議
会
で
は
、
パ
レ
ー
ド
や

映
画
な
ど
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
が

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ

宝
く
じ
販
売

　
「
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
」

と
「
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
ミ
ニ
」

が
、
７
月
５
日
㈫
か
ら
全
国
で

同
時
発
売
さ
れ
ま
す
。
こ
の
宝

く
じ
の
収
益
金
は
市
町
村
の
明

る
く
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に

使
わ
れ
ま
す
。

発
売
期
間　

７
月
５
日
㈫
～

　
　
　
　
　

８
月
５
日
㈮

問　

大
分
県
市
町
村
振
興
協
会

　
☎
０
９
７（
５
７
４
）９
４
５
７
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交付対象条件　次の全てに該当すること
　・別府市に住所を有し、18 歳未満の子どもを含む三世代以上 
      で構成される世帯であること（出産・転居などにより申請
　　日以降に三世代同居となる世帯を含む）
　・市税を完納している世帯であること
　・過去に国及び地方公共団体から住宅の改修に伴う補助金の
       交付を受けていないこと

三世代同居世帯の改修工事費用を補助します
三世代同居世帯リフォーム支援事業

施工者要件　次のいずれかに該当すること
　・別府市内に主たる事業所（本店）を有する法人
　・別府市の住民基本台帳に記録されている個人

申 ・ 問　子育て支援課　☎２１－１４２７

住宅要件　別府市内にある既存住宅で行う工事
　　　　　（既存住宅を購入する場合も含む）
対象工事　 ①玄関②トイレ③浴室④キッチン ( 左記に掲げる４

つの部位のうち、１部位以上の増設を伴う改修工事）
補助金額　補助対象工事費の 50％（上限 75 万円）　　
申請期間　７月１日（金）～ 12 月９日（金）
※申請受付は先着順です。なお、募集は予算の範囲内で行う

ため、上限に達し次第募集を締め切ります。
※昭和 56 年５月以前に建てられた耐震性の無い木造住宅で申

請を行う場合は、リフォーム工事と併せて耐震改修工事を行
うことが条件です。

※同時に行う世帯を区切るための間仕切り壁やドアの設置工
事、省エネ改修工事（窓・外壁・屋根などの断熱化に係るもの）
なども補助の対象です。
※既に着工している工事は対象外です。

海
外
留
学
す
る
市

民
を
応
援
し
ま
す

別
府
市
海
外
留
学
奨
励
金

支
給
額　
１
人
１
回
限
り
５
万
円

※
渡
航
前
の
申
請
が
必
要
で

す
。
定
員
に
達
し
次
第
、
締

め
切
り
ま
す
。

対
象　
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
人

①
海
外
の
高
校
、
短
期
大
学
、

別
府
市
文
化
活
動

育
成
・
奨
励
事
業

補
助
金
交
付

　

市
内
で
の
文
化
活
動
の
活
性

化
を
図
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る

活
動
を
行
う
文
化
団
体
に
対
し

て
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

①
広
く
市
民
に
発
表
す
る
た
め

に
市
内
で
行
わ
れ
る
大
会
、

行
事
な
ど
の
活
動

申
請
期
限　

令
和
５
年
１
月
末

②
国
や
自
治
体
が
主
催
、
共

催
、
後
援
す
る
九
州
・
全

国
・
国
際
大
会
な
ど
に
県
予

選
な
ど
を
経
て
出
場
資
格
を

得
た
活
動

申
請
期
限　

令
和
５
年
２
月
末

※
事
業
の
開
始
前
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。
詳
細
は
左
記
へ
。

申

問　

文
化
国
際
課

　
　
　

☎
（21）
１
１
３
１

大
学
、
専
門
学
校
ま
た
は
語
学

学
校
に
半
年
以
上
留
学
す
る
人

②
義
務
教
育
を
終
了
し
た
人

③
別
府
市
に
３
年
以
上
在
住
、

ま
た
は
過
去
３
年
の
間
に

遡
っ
て
３
年
以
上
居
住
し
て

い
た
人

④
帰
国
後
、
別
府
市
の
国
際
交

流
に
貢
献
で
き
る
人

※
詳
細
は
左
記
へ
。

※
政
府
の
海
外
渡
航
制
限
の
緩

和
措
置
な
ど
の
状
況
を
確
認

し
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申

問　

文
化
国
際
課

　
　
　

☎
（21）
１
１
３
１

高齢者世帯の改修工事費用を補助します
高齢者世帯リフォーム支援事業

申 ・ 問　高齢者福祉課　☎２１－１４４２

交付対象条件　次の全てに該当すること
　・別府市に住所を有し、かつ居住している 65 歳以
　　上の高齢者がいる世帯であること
　・市税を完納している世帯であること
　・世帯員全員の前年の所得総額が 350 万円未満で
　　あること（世帯員に 18 歳～ 64 歳の人がいる場合の
　　 収入においては公的年金などを除く）
　・過去に国及び地方公共団体から住宅の改修に伴
　　う補助金の交付を受けていないこと

施工者要件　次のいずれかに該当すること
　・別府市内に主たる事業所（本店）を有する法人
　・別府市の住民基本台帳に記録されている個人

住宅要件　高齢者世帯が居住している住宅
　　　　　※住宅所有者の同意が必要
　　　　　※国、県、または市町村が所有する住宅
　　　　　    は対象外
対象工事　 高齢者用の居室（寝室など）の増築及び内

装改修工事、バリアフリー改修工事など
　　　　　（30 万円未満の工事は対象外）
補助金額　補助対象工事費の 20％（上限 30 万円）　
申請期間　７月 19 日（火）～８月 31 日（水）
※申請受付は先着順です。募集は予算の範囲内で行

うため、上限に達し次第募集を締め切ります。
※詳細はお問い合わせください。
※既に着工している工事は対象外です。

国
民
健
康
保
険
・

後
期
高
齢
者
医
療
制

度
夜
間
窓
口

　
「
日
中
仕
事
な
ど
で
納
付
に

行
け
な
い
」「
社
会
保
険
に
加

入
し
た
け
ど
日
中
仕
事
で
脱
退

の
手
続
に
行
け
な
い
」
な
ど
で

お
困
り
の
人
の
た
め
に
夜
間
窓

口
を
開
設
し
ま
す
。
保
険
税
・

保
険
料
の
納
付
や
納
付
相
談
、

加
入
や
脱
退
の
手
続
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。
電
話
で
の
納
付
相

談
な
ど
も
受
け
付
け
ま
す
。

日
時　

７
月
15
日
㈮
、
25
日
㈪

　
　
　

17
時
30
分
～
20
時

問　

保
険
年
金
課　
☎

（21）
１
１
４
８

主にバリアフリー改修工事に関わること
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申請に必要な「QR コード付き交付申請書」が順次発送されます

市役所１階に申請サポート窓口を常設しています。
平日　９時～ 17 時
時間外窓口　【夜間】７月７日（木）、19 日（火）
　　　　　　　　　   19 時まで
　　　　　　【休日】７月 24 日（日）９時～ 12 時

【出張窓口】　９時～ 16 時
７月６日（水）南部出張所
７月13日（水）　北部コミュニティーセンターあすなろ館
７月20日（水）朝日大平山地区公民館（朝日出張所）
※参議院議員通常選挙の期日前投票所付近でも実施予定

　７月中旬から８月にかけて、マイナンバーカードをお持ちでない人に、マイナンバーカードの申請に必要な「QR コー
ド付き交付申請書」が再送付されます（差出人は「地方公共団体情報システム機構」です）。申請後、マイナンバーカー
ドを受け取ることができるのは１～２か月後、住民票のある市区町村窓口です。
申請方法　〇市役所１階や市内各所で、写真を無料で撮影する申請サポート窓口を開設しています。
　　　　　〇スマートフォンやタブレットをお持ちの人は、オンライン申請が可能です。※メールアドレスの入力が必要
　　　　　〇申請書に必要事項を記入し、所定の位置に証明写真を貼付して、郵便で申請することができます。

手続に必要な持ち物
  《マイナンバーカードの申請》写真撮影無料！
　  ○ＱＲコード付き交付申請書または通知カード
　  ○本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）
  《マイナポイントの申込み》
　  ○マイナンバーカード
　  ○カード取得時に設定した４桁のパスワード
　  ○キャッシュレス決済で使用するカードや、
　　  アプリが入ったスマートフォン

《マイナンバーカードの健康保険証利用登録》
　  〇マイナンバーカード
　  〇カード取得時に設定した４桁のパスワード
  《公金受取口座の登録》
　  〇マイナンバーカード
　  〇カード取得時に設定した４桁のパスワード
　  〇ご本人名義の通帳など、口座情報がわかるもの
　　 （金融機関名、支店名、口座種類、口座番号が必要です）
　※上記のポイント申込みは６月 30 日（木）から予定

問　申請サポートに関すること　 情報政策課　申請サポート窓口　　☎７５－８５２１（平日９時～ 17 時）
　　マイナンバー制度全般に関すること　マイナンバー総合フリーダイヤル
　　☎０１２０－９５－０１７８（平日 9 時 30 分～ 20 時、土日祝 9 時 30 分～ 17 時 30 分）

マイナンバーカード申請、マイナポイント申込、健康保険証利用登録、公金受取口座登録のサポート

別
府
市
低
所
得
の
子

育
て
世
帯
に
対
す
る

子
育
て
世
帯
生
活
支

援
特
別
給
付
金

　　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
を
受
け
、
失
業
や
収

入
減
少
な
ど
に
よ
り
、
家
計
が

急
変
し
た
低
所
得
の
子
育
て
世

帯
の
人
々
を
対
象
に
、
特
別
給

付
金
を
支
給
し
ま
す
。

支
給
対
象
者
（
要
申
請
）　

■
ひ
と
り
親
世
帯
分

①
公
的
年
金
給
付
等
を
受
け
て

い
る
こ
と
に
よ
り
児
童
扶
養

手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
な

い
人

②
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
を
受
け
て
家
計
が

急
変
し
、
直
近
の
収
入
が
、

児
童
扶
養
手
当
の
対
象
と
な

る
水
準
に
下
が
っ
た
人

■
ひ
と
り
親
以
外
世
帯
分

　

令
和
４
年
３
月
31
日
時
点
で

18
歳
未
満
の
子
※（
障
が
い
児

に
つ
い
て
は
20
歳
未
満
）の
養

育
者
で
あ
り
、
Ａ
ま
た
は
Ｂ
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

※
令
和
４
年
４
月
以
降
令
和
５

年
２
月
末
ま
で
に
生
ま
れ
る

新
生
児
も
対
象
と
す
る
。

Ａ
令
和
４
年
度
分
の
住
民
税
均

等
割
が
非
課
税
で
あ
る
人

Ｂ
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
を
受
け
て
家
計
が

急
変
し
、
Ａ
の
人
と
同
様
の

事
情
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

人
（
家
計
急
変
者
）

支
給
額　

児
童
１
人
当
た
り　

　
　
　
　

５
万
円　

申
請
時
期　

ひ
と
り
親
世
帯
分

　
受
付
中
～
令
和
５
年
２
月
28
日

ひ
と
り
親
以
外
世
帯
分

　
７
月
１
日
～
令
和
５
年
２
月
28
日

申

問　

子
育
て
支
援
課

　
　
　

☎
（21）
１
４
２
７

◀
最
新
情
報

他にも、商業施設などでの
実施を予定しています。

マイナンバーカード未取得の人へ
申請に必要な「QR コード付き交付申請書」が順次発送されます

別
府
市
防
災
マ
ッ
プ

協
賛
広
告
の
募
集

　

本
市
で
は
、
突
然
起
き
る
自

然
災
害
に
日
頃
か
ら
市
民
の
皆

さ
ん
に
備
え
て
い
た
だ
く
た
め

に
防
災
情
報
を
見
直
し
た
冊
子

型
「
別
府
市
防
災
マ
ッ
プ
」
の

作
成
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

作
成
に
あ
た
り
官
民
協
働
事

業
と
し
て
、
協
賛
広
告
の
募
集

を
行
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

発
行
予
定
月　

令
和
５
年
１
月

発
行
予
定
部
数　

６
万
７
千
部

　
　
　
　
　
　

（
各
戸
配
布
）

問　

防
災
危
機
管
理
課　
　
　

　
　

☎
（21）
２
２
５
５
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※ 

条
件
に
よ
り
、
所
得
の
上
限
が

緩
和
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

単
身
で
申
し
込
む
場
合

上
記
①
③
④
⑤
の
申
込
資
格
に

加
え
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

⑥ 

入
居
日
時
点
で
満
60
歳
以
上

で
あ
る
こ
と

⑦ 

身
体
障
が
い
者
（
身
体
障
害

者
手
帳
１
級
～
４
級
）

⑧ 
精
神
障
が
い
者

　
（
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

　

帳
１
級
～
３
級
）

⑨
知
的
障
が
い
者
（
療
育
手
帳

　

Ａ
１
～
Ｂ
２
）

⑩
生
活
保
護
受
給
者
な
ど

◆
若
年
夫
婦
・
若
年
単
身
者
用

　

住
宅
（
１
戸
）

申
込
資
格　

一
般
公
営
住
宅
の

住宅名 募集
戸数 棟 階

数 入居基準

光の園 １ Ｄ ２

単身者

・家族

鶴見

１ Ｈ ５

２ Ｉ ３

１ Ｉ ４

竹の内
１ Ｆ ２

１ Ｈ １

向原 １ Ａ ４

宮園
１ Ａ ４

１ Ｂ ４

上野口 １ Ｃ ３

古賀口 １ Ｃ ３

扇山 １ Ｃ ３

石垣原
１ Ａ ３

家族

１ Ｂ 簡二

北中
１ Ａ ４

１ Ｂ ４

緑ヶ丘 １ Ｂ ３

新別府 １ B ２

扇山 １ Ｄ １

野口原 １ Ｂ ４

石田
１ Ａ ４

１ Ｂ ３

荘園 １ Ａ ３

松原（特公賃）１ ー ４ 若年夫婦・
若年単身者

　市営住宅の申込みには、来た人の本人
確認と、申込者（入居者全員分）のマイ
ナンバーの提示が必要となります。「通知
カード」か「マイナンバーカード」と本
人確認書類を忘れずにお持ちください。

申
込
資
格
①
③
④
に
加
え
次

の
条
件
を
全
て
満
た
す
こ
と
。

Ⓐ
控
除
後
の
月
額
所
得
が    

　

15
万
８
千
円
以
上

　

25
万
９
千
円
以
下

Ⓑ
若
年
夫
婦
・
若
年
単
身
者
用

住
宅
は
令
和
４
年
９
月
１
日

現
在
の
年
齢
が
35
歳
以
下
の

人
か
ら
な
る
夫
婦
で
他
に
同

居
人
が
い
な
い
こ
と
、
ま
た

は
35
歳
以
下
の
単
身
者

■
申
込
方
法

　

必
要
書
類
を
添
え
、
窓
口
ま

　

た
は
郵
送
で
申
込
み
を
。

※ 

入
居
者
の
状
況
に
よ
り
書
類

が
異
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
申
込
上
の
注
意
事
項

◆
一
般
公
営
住
宅
（
24
戸
）

申�

込
資
格　

次
の
条
件
を
全
て

満
た
し
て
い
る
こ
と
。

① 

住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
（
公

営
住
宅
の
契
約
者
、
持
ち
家

が
あ
る
人
は
申
込
不
可
）

②
同
居
す
る
親
族
が
い
る

　
（
単
身
者
用
住
宅
を
除
く
）

③
市
税
を
完
納
し
て
い
る

④ 

入
居
申
込
者
全
員
が
暴
力
団

員
で
な
い

⑤ 

世
帯
員
の
所
得
を
合
算
し

て
控
除
後
の
月
額
所
得
が

15
万
８
千
円
以
下

申
込
期
間

　

７
月
４
日
㈪
～
15
日
㈮

抽
選
日　

7
月
23
日
㈯

市
営
住
宅
入
居
者
募
集

 

申

問　

別
府
市
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

 　
　
　

☎
（21）
２
２
０
０

① 

婚
姻
中
の
夫
婦
の
一
方
の
み

（
夫
婦
別
居
中
、単
身
赴
任
等
）

で
の
申
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
婚
約
済
み
で
当
選

後
、
指
定
の
入
居
日
か
ら
３

か
月
以
内
に
入
籍
予
定
の
場

合
は
申
込
み
が
で
き
ま
す
。

② 

当
選
後
、
入
居
資
格
の
再
審

査
を
行
い
ま
す
。
こ
の
時
申

込
資
格
に
合
致
し
な
い
場
合

は
、
入
居
で
き
ま
せ
ん
。

③ 

市
営
住
宅
の
入
居
は
当
選
し
た

月
の
翌
々
月
１
日
か
ら
で
す
。

当
選
前
の
内
見
は
で
き
ま
せ
ん
。

④ 

市
営
住
宅
及
び
そ
の
敷
地
内

で
の
ペ
ッ
ト
の
飼
育
・
持
ち

込
み
は
禁
止
で
す
。

空
室
情
報
テ
レ
フ
ォ
ン
サ
ー
ビ
ス

☎
(27)
０
８
３
９（
24
時
間
案
内
）

大
分
県
住
宅
供
給
公
社
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

土
砂
災
害
へ
の
警
戒
を

　

こ
れ
か
ら
台
風
や
大
雨
の
多

い
時
期
と
な
り
、
が
け
崩
れ
や

土
石
流
な
ど
の
土
砂
災
害
が
発

生
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
斜
面

か
ら
石
が
落
ち
て
く
る
、
濁
っ

た
水
が
出
て
く
る
な
ど
の
普
段

と
違
う
現
象
を
発
見
し
た
場
合

は
、
土
砂
災
害
の
前
兆
現
象
の

お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
ず
は
安
全
な
場
所
に
避
難

し
、
市
役
所
ま
た
は
別
府
土
木

事
務
所
に
連
絡
を
お
願
い
し
ま

す
。
ま
た
、
県
で
は
土
砂
災
害

の
お
そ
れ
が
あ
る
区
域
を
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
公
開

し
て
い
ま
す
の
で
、

参
考
に
し
て
く
だ

さ
い
。

問　

都
市
整
備
課

　
　

☎
（21）
１
４
６
５

　
　

防
災
危
機
管
理
課

　
　

☎
（21）
２
２
５
５

　
　

別
府
土
木
事
務
所
河
港
砂

　
　

防
課　

☎
（67）
０
２
１
５

    土砂災害▶
　警戒区域
　等の情報
　サイト

　
（w

w
w.oita-jkk.jp

）

「
大
分
県
住
宅
供
給
公
社
」↓

「
市
営
住
宅
」↓「
別
府
市
営
住
宅
」

各
出
張
所
窓
口　

間
取
り
の
み

閲
覧
で
き
ま
す
。
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　性的少数者と人権　
～「多様な性の在り方」について理解を深めよう～
　今までの一般的な認識としては、性は、生まれたときの「身体の
性（戸籍上の性別）」によって、「男性」「女性」の二つに分け、また、「心
の性（自分がどの性別であるかの認識）」も「身体の性」と同じ、と
いうことでした。
　しかし、現実に、「身体の性」と「心の性」が同じではないと認識
している人々や、異性以外にも恋愛感情を持つ人々がいます。この
ような人々を「性的少数者（セクシュアルマイノリティ）」などといい、
以下のアルファベットを取って「ＬＧＢＴ」ということもあります。
Ｌ（レズビアン）：同性を好きになる女性
Ｇ（ゲイ）：同性を好きになる男性
Ｂ（バイセクシュアル）：異性を好きになることもあれば同性を好き
　　　　　　　　　　　���になることもある人
Ｔ（トランスジェンダー）：身体と心の性が異なっている人
　しかし、性的少数者には、この「ＬＧＢＴ」の人たちだけでなく、
自分の性の在り方について迷っている人、決めていない人、性別を「男
性」「女性」と二分することになじまない人など、多様な性の在り方
の人たちがいます。
　このため、「ＬＧＢＴ」に他の文字を加えた言い方や、性的少数者
に限らず、全ての人の性の在り方を反映した別の言い方もされるよ
うになっています。性的少数者の存在は徐々に知られてきましたが、
社会において、各当事者の在り方が正しく認知されておらず、むし
ろ誤った認識による偏見や差別により、職場や学校で生きづらさを
感じている人もいます。
　性の在り方は人の数だけあり、一人ひとり違っていて当たり前な
のです。性的少数者と、その性の在り方の多様さを理解し、誰もが

「ありのままの自分で生きられる社会、ダイバーシティ別府」をつくっ
ていきましょう。

７月の無料人権相談　お気軽にご相談ください（予約優先）
日時　13 日（水）10 時～ 12 時、13 時～ 15 時　
場所　市役所４階　農業委員会室
申 問 　共生社会実現・部落差別解消推進課　☎２１－１２９１

原
爆
展
パ
ネ
ル
を
貸

し
出
し
ま
す（
無
料
）

　

被
爆
者
の
映
像
と
証
言
を
組

み
合
わ
せ
て
制
作
さ
れ
た
「
証

言
パ
ネ
ル
」を
貸
し
出
し
ま
す
。

貸
出
期
間

　

７
月
１
日
㈮
～
９
月
30
日
㈮

パ
ネ
ル
の
サ
イ
ズ　

Ｂ
２
版　

 

　
（
縦
73 cm
×
横
52 cm
）

パ
ネ
ル
の
枚
数　

全
30
枚

問　

社
会
教
育
課

　
　

☎
（21）
１
５
８
７

身
近
な
人
権
講
座

日
時　

７
月
28
日
㈭

　
　
　

14
時
～
16
時

場
所　
南
部
地
区
公
民
館（
浜
脇
）

テ
ー
マ　

高
齢
者
と
人
権

　
　
　

日
常
に
あ
る
人
権
侵
害

講
師　
大
分
県
人
権
問
題
講
師
団

　
　
　

講
師　

井
上
杉
夫
さ
ん

問　

共
生
社
会
実
現
・

　
　

部
落
差
別
解
消
推
進
課

　
　

☎
（21）
１
２
９
１

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

の
各
種
講
座

場
所　

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

　
　
　
（
石
垣
東
10
丁
目
）

※
参
加
希
望
の
人
は
、
下
記
へ

わたしたちのねがい

　

電
話
で
申
込
み
。

◆
じ
ん
け
ん
ふ
れ
あ
い
教
室

日
時　
７
月
12
日
㈫　

10
時
～
12
時

内
容　

絵
手
紙（
暑
中
見
舞
い
）

講
師　

原
野
彰
子
さ
ん

定
員　

10
人　

参
加
費　

300
円

◆
市
民
人
権
講
座

日
時　
７
月
27
日
㈬　

10
時
～
12
時

テ
ー
マ
　
外
国
人
の
人
権
問
題

   

双
方
の
視
点
（
受
け
入
れ
る
側 

受
け
入
れ
ら
れ
る
側
）
か
ら
捉

え
る
多
文
化
共
生
社
会

講
師　

川
野
優
希
さ
ん

　

マ
ー
サ
・
タ
ー
ケ
ッ
ト
さ
ん

◆
人
権
ミ
ニ
講
座

日
時　

７
月
21
日
㈭

　
　
　

10
時
～
11
時
30
分

テ
ー
マ　
医
療
を
め
ぐ
る
人
権
問
題

   

ハ
ン
セ
ン
病
回
復
者
の
願
い

講
師　
渡
邉
明
子
さ
ん

申

問　

共
生
社
会
実
現
・

　
　
　

部
落
差
別
解
消
推
進
課

　
　
　

☎
（21）
１
２
９
１

　
　
　

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

　
　
　

☎
（23）
６
１
６
３

人
権
相
談（
要
予
約
）

　
部
落
差
別
問
題
を
は
じ
め
と
し

た
人
権
問
題
に
関
す
る
各
種
相
談

を
電
話
や
面
接
で
お
受
け
し
ま
す
。

日
時　
月
～
金
曜
日　

９
時
～
16
時

　
　
　
（
受
付
15
時
30
分
ま
で
）

※
祝
日
、
年
末
年
始
は
除
く
。

場�

所
・
申

問　

人
権
啓
発
セ

ン
タ
ー
（
石
垣
東
10
丁
目
）

☎
（23）
６
１
６
３

子
ど
も
に
関
す
る

弁
護
士
専
門
相
談

　　

一
人
で
悩
み
を
抱
え
ず
に
、

ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　
７
月
22
日
㈮　

16
時
～
18
時

場
所　

光
の
園
子
ど
も
セ
ン

タ
ー
パ
ー
ネ
ム
内
（
荘
園
）

内
容　

子
ど
も
や
子
育
て
環
境

に
関
す
る
悩
み
を
、
法
律
や

人
権
の
観
点
か
ら
弁
護
士
に

相
談
で
き
ま
す
。

※
１
人
30
分
程
度
。
要
予
約
。

※
電
話
で
左
記
へ
申
込
み
。

申

問　

別
府
市
子
ど
も
家
庭
総

　

合
支
援
拠
点
（
光
の
園
）

　

☎
０
８
０（
３
３
７
１
）０
８
７
４

発
達
に
心
配
の
あ
る

お
子
さ
ん
の
就
学
相
談
会

　　　

令
和
５
年
度
に
小
学
校
入
学

予
定
で
、
障
が
い
な
ど
に
よ
り

発
達
に
心
配
の
あ
る
お
子
さ
ん

の
就
学
相
談
会
を
行
い
ま
す
。

日
時　

９
月
22
日
㈭

　
　
　

９
時
30
分
～
14
時
30
分

※
１
人
30
分
程
度
の
予
定

※
秘
密
厳
守
で
個
別
に
行
い
ま
す
。

場
所　
市
役
所
５
階
大
会
議
室
ほ
か

内
容　

①
発
達
に
心
配
の
あ
る

　

幼
児
へ
の
接
し
方
②
就
学
や

　

保
育
・
教
育
に
関
す
る
こ
と

相
談
員　

医
師
、
学
識
経
験
者
、

特
別
支
援
学
校
及
び
小
・
中

学
校
関
係
者
な
ど

申
込
方
法　

８
月
10
日
㈬
ま
で

　

に
「
就
学
相
談
票
」
を
提
出

申

問　

学
校
教
育
課

　
　
　

☎
（21）
１
５
７
４
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お住まいに困っている時
災害被災者住宅再建支援金 市営住宅の一時入居

Ａ

地震・風水害などの自然災害により居住している住宅が全壊・
半壊・床上浸水の被害を受けた世帯の世帯主に対して、災害被
災者住宅再建支援金を支給します。（被災時に市内に居住し、被
災日以後において引き続き市内に居住する世帯主が対象です）

火災や地震・風水害などの自然災害により住宅を失っ
た人に対して、申請に基づき市営住宅の一時的な使用
を許可します。
※使用期間は、原則として６か月以内（使用期間満了　
　後要明渡し )。使用料は免除します。

Ｂ 【基礎支給支援金申請時】罹災証明書・預金通帳などの写し・住民票
【加算支給支援金申請時】 契約書などの写し 罹災証明書の写し

Ｃ 高齢者福祉課福祉政策係　☎２１ー１００３ 別府市住宅管理センター　☎２１ー２２００
施設整備課住宅政策係　☎２１－１４７８

生活で困っている時
水道料金の減免制度 下水道使用料の減免制度

Ａ
火災や地震・風水害などの自然災害により水道管破裂や温水器
故障などで修繕した場合、申請に基づき被害程度に応じて水道
料金を減免します。修繕費用の補助はいたしません。

火災や地震・風水害などの自然災害により被害を受け
た場合、申請に基づき被害程度に応じて下水道料金を
減免します。

Ｂ 減免申請書（火災の場合はり災証明書の写し） 減免申請書

Ｃ 上下水道局営業課　☎２３－０３６１ 上下水道局下水道課管理係　☎２１－１４８６

一般廃棄物処理手数料減免制度（ゴミ収集、運搬） 廃棄物処理施設使用料減免制度（土砂、がれき搬入）

Ａ 火災や地震・風水害などの自然災害により被害を受けた場合、
ごみ（家庭系一般廃棄物）の収集・運搬手数料を減免します。

火災や地震・風水害などの自然災害により被害を受け
た場合、土砂・がれきを別府市南畑不燃物埋立場へ搬
入する場合の施設使用料を減免します。

Ｂ 罹災（被災）証明書の写し 罹災（被災）証明書の写し
Ｃ 生活環境課清掃事務所　☎６６－５３５３ 生活環境課　☎２１－１１３４

生活必需品の給付（日本赤十字社）

Ａ
火災や風水害などの自然災害により住家が全焼・全壊・流出・
半焼・半壊・床上浸水した世帯などに対し、生活必需品を配布
します。（緊急セット、毛布など）

Ｂ なし
Ｃ 高齢者福祉課福祉政策係　☎２１ー１００３

◆�罹
り

災証明など
証明書申請の
詳細はこちら

【Ａ：制度概要／Ｂ：必要なもの／Ｃ：窓口】

種類 被害に遭われた建物など

自然災害
住家（お住まい）そのものの被害

上記以外（車庫、倉庫、塀、石垣、動産など）

火災 火災被害

証明種類 受付先

罹災証明
防災危機管理課　☎２１ー２２５５

被災証明

り災証明 消防本部警防課　☎２５ー１１２４

下記の証明は、被災者生活再建支援金の支給や住宅の応急修理、義援金
の配分などの支援措置の適用の判断材料として幅広く活用できます。
※ぴったりサービス（電子申請）または窓口で申請できます。

被 災 者 支 援 制 度

◆�被災者支援制度一覧

→
→
→

次回は、税金・福祉関係の減免等の制度を紹介します。

※詳細は、担当窓口へお問い合わせください。

別
府
市
生
活
支
援
体
制

整
備
事
業
市
民
講
演
会

日
時　

７
月
22
日
㈮

　
　
　

14
時
～
15
時
30
分

場
所　

別
府
市
公
会
堂

　
　
　

（
上
田
の
湯
町
）

内
容　

地
震
だ
！
台
風
だ
！
豪

雨
だ
！　

そ
の
時
、
地
域
は

ど
う
す
る
！
？

講
師　

神
戸
大
学
名
誉
教
授
・

　
　
　

日
本
防
災
士
会
理
事
長

　
　
　

室
﨑
益
輝
さ
ん

※
別
府
市
社
会
福
祉
協
議
会
へ

　

電
話
で
申
込
み
。

申

問　
別
府
市
社
会
福
祉
協
議
会

　
　
　

☎
（26）
６
０
７
０

問　
　

介
護
保
険
課

　
　
　

☎
（21）
１
４
６
３

農
地
農
業
相
談

日
時　

７
月
21
日
㈭

　
　
　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

場
所　
市
役
所
４
階
農
業
委
員
会
室

内
容　

農
地
、
農
業
に
関
す
る 

            

相
談
な
ど

相
談
員　

農
業
委
員
、
農
地
利

　
　
　
　

用
最
適
化
推
進
委
員

※
予
約
は
７
月
13
日
㈬
ま
で
に

　

電
話
で
左
記
へ
申
込
み
。

申
問　

農
業
委
員
会
事
務
局

　
　
　

☎
（21）
１
１
７
８


